
   伊 丹 市 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 対 策 連 絡 会 議 設 置 要 綱  

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ の 被 害 の 防 止 及 び 予 防 等 に 必 要

な 情 報 を 共 有 し ， 関 係 部 局 間 の 連 絡 調 整 を 図 る た め ， 伊 丹 市 高 病

原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 対 策 連 絡 会 議 （ 以 下 「 連 絡 会 議 」 と い う 。）

を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  連 絡 会 議 は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 所 掌 す る 。  

( 1 )  高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ の 情 報 の 収 集 に 関 す る こ と 。  

( 2 )  関 係 部 局 間 の 情 報 の 共 有 と 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。  

( 3 )  そ の 他 必 要 な 事 項  

 （ 構 成 等 ）  

第 ３ 条  連 絡 会 議 は ， 別 表 に 掲 げ る 職 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  連 絡 会 議 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 く 。  

３  会 長 は ， 都 市 活 力 部 長 を も っ て 充 て る 。  

４  副 会 長 は ， 都 市 活 力 部 産 業 振 興 室 長 を も っ て 充 て る 。  

５  会 長 は ， 連 絡 会 議 を 招 集 し ， 会 議 を 主 宰 す る 。  

６  副 会 長 は ， 会 長 を 補 佐 す る と と も に ， 会 長 に 事 故 あ る と き ， 又

は 会 長 が 欠 け た と き は ， そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

 （ 意 見 の 聴 取 ）  

第 ４ 条  会 長 は ， 必 要 と 認 め る と き は ， 会 議 の 構 成 員 以 外 の 者 を 会

議 に 出 席 さ せ て 意 見 を 聴 き ， 又 は 必 要 な 説 明 及 び 資 料 の 提 出 を 求

め る こ と が で き る 。  

 （ 事 務 局 ）  

第 ５ 条  連 絡 会 議 の 事 務 局 は ， 都 市 活 力 部 産 業 振 興 室 農 業 政 策 課 を

も っ て 充 て る 。  

 （ 細 則 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 連 絡 会 議 の 運 営 に 関 し 必 要

な 事 項 は 会 長 が 定 め る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ３ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

別 表  

総 合 政 策 部 経 営 戦 略 室 広 報・シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 戦 略 課 長  総 合 政

策 部 政 策 室 主 幹  総 務 部 危 機 管 理 室 主 幹  市 民 自 治 部 グ リ ー ン 戦 略

推 進 室 生 活 環 境 課 長  市 民 自 治 部 市 民 サ ー ビ ス 室 消 費 生 活 セ ン タ ー

所 長  市 民 自 治 部 環 境 ク リ ー ン セ ン タ ー 業 務 課 長  健 康 福 祉 部 保 健

医 療 推 進 室 健 康 政 策 課 長  都 市 活 力 部 産 業 振 興 室 商 工 労 働 課 長  都

市 活 力 部 産 業 振 興 室 農 業 政 策 課 長  都 市 交 通 部 み ど り 公 園 室 公 園 課

長  都 市 交 通 部 み ど り 公 園 室 み ど り 自 然 課 長  伊 丹 市 教 育 委 員 会 事

務 局 学 校 教 育 部 学 校 教 育 課 長  伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 部

保 健 体 育 課 長  伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 生 涯 学 習 部 社 会 教 育 推 進 課

長  伊 丹 市 消 防 局 管 理 室 消 防 総 務 課 長  伊 丹 市 上 下 水 道 局 経 営 企 画

室 経 営 企 画 課 長  市 立 伊 丹 病 院 事 務 局 総 務 課 長  

 


